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【京（みやこ）景観適合建築物】 

 平成１９年の新景観政策の施行以降に基準に適合して建てられた建築物を，市民の皆様から

御応募いただき，「京（みやこ）景観適合建築物」として，市街地景観課ホームページで紹介

しています。そちらも，合わせて御参照ください。 

市街地景観課ホームページ http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-2-2-0-0.html 
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 はじめに  

京都市では，京都の優れた景観を守り，育て，５０年後，１００年後の未来へと引

き継いでいくため，建築物の高さとデザイン，屋外広告物の規制等を全市的に見直し

た「新景観政策」を平成１９年９月に実施しました。そして，平成２３年４月には，

この新景観政策について，デザイン基準の充実等の「進化」を行いました。 

「京の景観ガイドライン」は，景観政策で実施している建築物や屋外広告物に関す

る規制等を分かりやすく示した手引書としてまとめたものです。内容は「建築物の高

さ編」，「建築デザイン編」と「広告物編」で構成しており，それぞれのデザイン基

準や手続について事例を交えて解説しています。  

本ガイドラインを一助として，今後とも，京都市の景観政策について，より一層の

御理解をいただきますようお願いします。 

 

■ 景観政策に係るこれまでの取組 

 

昭和 ５年 風致地区の指定 

  

昭和３１年 屋外広告物条例の制定 

 

昭和４２年 古都保存法による歴史的風土特別保存地区の指定 

 

昭和４７年 市街地景観条例の制定（全国に先駆けて） 

 

昭和４８年 高度地区の指定（市街地の大半を指定） 

 

昭和５１年 伝統的建造物群保存地区の指定 

 

平成 ５年 新京都市基本計画（北部保全，都心再生，南部創造） 

 

平成 ７年 市街地景観整備条例，自然風景保全条例の制定 

        

平成 ８年 景観規制区域の拡大（美観地区拡大，屋外広告物対策の強化） 

 

平成１７年 景観法施行（条例に基づくものから景観法の制度へ移行） 

   

平成１８年 「時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会」最終答申 

 

平成１９年 「新景観政策」の実施 

 

平成２３年 景観政策の進化 

 

 

はじめに 
景観ガイドライン 
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 景観政策の経緯 

京都市は，1,200年を超える悠久の歴史に育まれ，今日もなお，日本の伝統・文化

が生き続ける歴史都市です。京都市ではこれまで，優れた自然・歴史的景観等を守る

ため，風致地区制度の活用と合わせ，全国に先駆けて市街地景観条例を制定し，美観

地区制度を駆使して美しい景観の維持を図るほか，景観法の制定を受け，全国初とな

る景観整備機構の指定を行うなど，景観行政のトップランナーとして果敢に景観政策

に取り組んできました。 

しかし，近年，我が国の社会経済情勢の変化等により，伝統的な生活文化を育んで

きた京町家や三山の眺望をはじめとする貴重な景観資源が消失するなど，京都らしい

景観が失われつつあります。そのため，５０年後，１００年後の京都の将来を見据え，

京都創生にふさわしい景観の保全と創造を目指し，平成１７年７月に学識経験者や市

民等により構成される「時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会」を設置し，「規

制と活力の両立」を図りつつ景観を重視する建築物等の規制・誘導の手法や良好な眺

望等を次の世代に引き継ぐための方策等を審議しました。 

そして，１年５箇月にわたる審議の結果，平成１８年１１月に審議会の最終答申を

受けて，京都市は，平成１９年９月に歴史都市・京都の景観づくりを着実に推進し，

国家財産としての京都の創生の実現を目指す「新景観政策」を実施しました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観政策の経緯 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

京都の景観形成のあり方 

５０年後，１００年後

の京都の将来を見据

えた歴史都市・京都の

景観づくり 

建物等は「私有財産」

であっても景観は「公

共の財産」 

京都の優れた景観を

守り，未来の世代に継

承することは，現代に

生きる私達一人一人

の使命・責務 

５つの基本方針 

①「盆地景」を基本に自然

と共生する景観形成 

②伝統文化の継承と新たな

創造との調和を基調とす

る景観形成 

③「京都らしさ」を活かし

た個性ある多様な空間か

ら構成される景観形成 

④都市の活力を生み出す景

観形成 

⑤市民，事業者，行政等の

パートナーシップによる

景観形成 

新景観政策の展開 

時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会 

（平成１８年１１月最終答申） 
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 景観政策 5 つの柱と支援策 

■ 景観政策の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 5つの柱と支援策 

◆ 建物の高さ     

市街地のほぼ全域で，高度地区の指定制度を活用し，地域の特性に合わせたきめ細

かな高さの規定を定め，京都の優れた都市景観の保全・形成を図っています。 

＜建物の高さの基本構成＞  

三方をなだらかな山々に囲まれ，世界遺産をはじめとする歴史遺産や京町家等による

風情ある町並みが多く残る京都の市街地の特性に配慮し，都心部から三方の山すそに行

くに従って次第に建物の高さが低くなることを基本構成としたうえで，地域の特性に合

わせたきめ細かな規制を行っています。   

＜高度地区の高さの規制＞  

高度地区による高さの規制は，１０ｍ，１２ｍ，１５ｍ，２０ｍ，２５ｍ，３１ｍの

6段階の種別としています。 

 

◆ 建物等のデザイン 

市街地のほぼ全域に，風致地区や景観地区，建造物修景地区等を指定し，それぞれ

の地域の特性に合わせたデザイン基準を定め，京都の優れた都市景観の保全・形成を

図っています。 

  ＜景観地区のデザイン基準＞ 

従来のデザイン基準である1種から5種の《種別基準》を地区ごとの景観特性を活かし

た《地区別基準》に変更し，地域の景観の特性を反映できるデザイン基準としています。 

 

眺望景観や借景 

建物の高さ 

建物等のデザイン 

歴史的な町並み 

支援制度 

屋外広告物 

景 観 政 策 
５つの柱と支援策 

 

景観政策５つの柱と支援策 
景観ガイドライン 
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◆ 眺望景観や借景 

良好な眺めや日本の文化としての借景は，京都のみならず日本の財産です。このか

けがえのない財産を守るため，「眺望景観創生条例」を制定し，先人により守り引き

継がれてきた３８箇所の優れた眺望景観・借景の保全，創出を図っています。 

  ＜区域の指定と概要＞ 

眺望空間保全区域   視点場から視対象への眺望を遮らないように建築物等が超えて

はならない標高を定める区域 

近景デザイン保全区域 視点場から視認することができる建築物等が優れた眺望景観を

阻害しないように外壁，屋根等の形態，意匠，色彩について基

準を定める区域  

遠景デザイン保全区域 視点場から視認することができる建築物等が優れた眺望景観を

阻害しないように外壁，屋根等の色彩について基準を定める区

域 

 

◆ 屋外広告物 

市内の全域で屋外広告物に対する基準を定めるとともに，優良な屋外広告物に対す

る支援制度を設け，美しい品格のある都市景観の形成を図っています。 

  ＜屋外広告物の基準＞  

屋上看板や点滅式照明，可動式照明を市内の全域で禁止するとともに，地区ごとの特

性に応じて，屋外広告物の表示位置，面積，形態デザイン等に関する基準を定めていま

す。 

＜優良な屋外広告物への支援＞ 

美しい品格のある都市景観の形成に寄与する優良な屋外広告物については，特例許可

制度，施工費等の助成制度など，総合的な支援制度を設けています。 

 

◆ 歴史的な町並み 

京都の伝統的な建築様式と生活文化を伝える京町家は，歴史都市・京都の景観の基

盤を構成するものです。伝統的な建造物の外観の修理・修景などに対する助成を行い，

歴史的町並みの保全・再生を図っています。 

 

◆ 支援制度 

景観政策の展開と併せて，京町家に対する支援策として，①京町家耐震診断士派遣

制度，②京町家耐震改修助成制度を設け，また，既存不適格となるマンションに永く

住み続けていただき，適切に維持管理を行っていただくための支援策として，①分譲

マンション建て替え・大規模修繕アドバイザー派遣制度，②分譲マンション耐震診断

助成制度，③マンション建て替え融資制度を設けています。 

 

                                                                                                               

景観政策５つの柱と支援策 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

本 編（建築デザイン編） 
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市街地における景観制度の解説 

 

 基本方針 

京都の景観づくりを推進していくために，京都市では景観法に基づく景観計画（平成17

年12月策定，平成19年9月改訂，平成23年4月一部変更）を定め，その中で次の方針を掲

げています。 

     

≪“盆地景”を基本に自然と共生する景観形成≫ 

盆地景を基本とする自然景観の保全とともに，緑景・水景等の自然的景観の連なりを基調

とし，積極的な緑化等により，自然と共生する都市環境を創出することを基本とします。 

    

≪伝統文化の継承と新たな創造との調和を基調とする景観形成≫ 

歴史的景観の保全・再生とともに，創造的視点を加えた，新たな時代を代表する優れた景

観の創出を図り，これらが調和する都市イメージを具現化することを基本とします。 

    

≪“京都らしさ”を活かした個性ある多様な空間から構成される景観形成≫ 

日常の暮らしや生業から醸し出される京都らしさを活かした個性ある多様な空間を創出す

るとともに，これらが連続し，重なり合うことによって，京都らしさを感じさせる都市空間

を創出することを基本とします。 

    

≪都市の活力を生み出す景観形成≫ 

京都に付加価値をもたらし，居住者や来訪者の増加，優れた人材の集積，地場産業・観光

産業・知識産業等への投資の増大につなげることにより，都市の活力の維持・向上の源とな

ることを基本とします。 

    

≪市民，事業者，行政等のパートナーシップによる景観形成≫ 

景観形成にあたり，“公共の共有財産”としての景観に対する意識の醸成や共同体における

価値観の共有を促進するとともに，景観形成への参加・協力により，市民，事業者，行政等

のあらゆる主体が，京都の景観の価値をあらためて認識し，それぞれの役割を踏まえ，一体

となって取り組むことを基本とします。 

基本方針 
景観ガイドライン 
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 景観地区の解説 

■ 景観地区 

景観地区とは，景観法や都市計画法に基づき，都市計画区域又は準都市計画区域内にお

いて，市街地の良好な景観の形成を図るために定める地区のことです。景観地区には，建

物の形態意匠に関する制限のほか，必要に応じて，建物の高さの最高限度や最低限度，壁

面の位置の制限，敷地面積の最低限度を定めることができます。 

京都市では，従来の美観地区に指定していた地域に加え，おおむね昭和初期には市街化

していた北大路通，東大路通，九条通，西大路通に囲まれた地域などを，50年後，100

年後の京都の将来を見据えた歴史都市・京都の景観づくりの重点地区と定め，景観地区と

しています。  

京都市の場合は，景観地区を美観地区と美観形成地区に分け，地域の特性に合わせて，

山ろく型など地区類型別に６つの美観地区と２つの美観形成地区を指定しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観地区 

美観地区 

美観形成地区 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

山ろく型 

山並み背景型 

岸辺型 

旧市街地型 

歴史遺産型 

沿道型 

 

市街地型 

沿道型 
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■ 美観地区 

明治後期に市街地が形成された地域で，京町家や近代洋風建築が残り歴史的風情をたた

える地域，世界遺産をはじめとする歴史的資産及びその周辺地域，中高層の建築物が群と

して構成美を示し沿道の景観を形成している地域，伝統産業の集積により特徴的な町並み

が広がる地域などを美観地区として指定し，良好な景観の保全・再生・創造を図っていま

す。 

地域の景観の特性に合わせ，山ろく型や岸辺型など，地区類型別に６つの美観地区を設

けています。 

 

 

山ろく型美観地区………山すその緑豊かな自然に調和した低層の建築物が建ち並び，

良好な町並み景観を形成している地域を指定しています。 

 

山並み背景型美観地区…背景となる山並みの緑と調和する屋根の形状等に配慮され

た建築物が立ち並び，良好な町並みの景観を形成している地

域を指定しています。 

 

岸辺型美観地区…………良好な水辺の空間と調和した建築物が立ち並び，趣のある岸

辺の景観を形成している地域を指定しています。 

 

旧市街地型美観地区……歴史的市街地内において，生活の中から生み出された特徴あ

る形態意匠を有する建築物が存し，趣のある町並みの景観を

形成している地域を指定しています。  

 

歴史遺産型美観地区……世界遺産や伝統的な建築物等によって趣のある町並みの景

観を形成している地域を指定しています。  

     

沿道型美観地区…………趣のある沿道の景観を形成している地域及び主として中高

層建築物が群として構成美を示し，沿道の景観を形成してい

る地域を指定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿 ケ 谷 
（山ろく型美観地区） 

御 池 通 
（沿道型美観地区） 

西  陣 
（旧市街地型美観地区） 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 
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■ 美観形成地区 

京都にふさわしい新たな景観の創出を目的とする地区として，おおむね昭和初期に市街

地が形成された地域や美観地区に接する幹線道路沿道，優れた眺望景観の視点場のある通

りなどを美観形成地区として指定しています。 

地域の特性に合わせ，地区類型別に市街地型と沿道型の２つの美観形成地区を設けてい

ます。 

 

 

市街地型美観形成地区… 既に市街地が形成されている地域で，良好な町並みの景観

の創出を目的とする地域を指定しています。 

 

沿道型美観形成地区…… 良好な沿道の景観の創出を目的とする地域を指定していま

す。 

 

  

                

 

 

                           

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                                        

 

 

      

 

小  山 
（市街地型美観形成地区） 

高  野 
（市街地型美観形成地区） 

壬  生 
（市街地型美観形成地区） 

五 条 通 
（沿道型美観形成地区） 

西大路通 
（沿道型美観形成地区） 

白 川 通 
（沿道型美観形成地区） 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 
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■ デザイン基準 

建築物のデザイン基準は，全ての地区で共通する基準（共通基準）と景観地区別の基準

（地区別基準）により構成し，更に，地区別基準では建築物の高さや階数に応じた基準（規

模別基準）を定めています。 

 

＜共通基準＞  

共通基準では，屋根の色彩，塔屋の高さ，外壁等の形状（傾斜する壁・柱の禁止，バルコ

ニーの形状），主要な外壁材に使用できない色彩（禁止色），クーラーの室外機等の設備機器

を設ける場合の配慮，駐車場等を設ける場合の配慮などを定めています。 

 

（主な基準の例） 

・ 日本瓦及び平板瓦は，原則としていぶし銀とすること 

・ 銅板以外の金属板及びその他の屋根材は，原則として光沢のない濃い灰色，光沢のない

黒とすること。 

・ 塔屋等の高さは，３ｍ（３１ｍ高度地区又は２５ｍ高度地区においては４ｍ）以下とす

ること。 

・ 主要な外壁には次の色彩を使用しないこと。ただし，着色を施していない自然素材につ

いては，この限りでない。 

（１） Ｒ（赤）系の色相で，彩度が６を超えるもの 

（２） ＹＲ（黄赤）系の色相で，彩度が６を超えるもの 

（３） Ｙ（黄）系の色相で，彩度が４を超えるもの 

（４） ＧＹ（黄緑）系の色相で，彩度が２を超えるもの 

（５） Ｇ（緑）系の色相で，彩度が２を超えるもの など 

・ 公共の用に供する空地に面して，クーラーの室外機や給湯器等の設備機器を設ける場合

は，設備機器の前面に格子等を設置し，又は色彩を建築物と合わせること等により建築

物の本体と調和するよう配慮すること。 

 

＜地区別基準＞  

地区別基準では，地区の特性に応じて，屋根の勾配や軒の出の寸法，屋根材，外壁面の後

退，外壁材などについてデザイン基準を定めています。更に，地区によっては，低層，中層，

高層の規模別にデザイン基準を定めています。 

 

 

 

 

 

 

                       ＊「軒の高さ」については，２－２６を参照してください。 

 

低層建築物：地階を除く階数が３以下で，かつ，高さ（特定勾配屋根を有する場合は軒の高さ＊

とする。）が１０メートル以下の建築物をいう。 

中層建築物：地階を除く階数が４以上の建築物又は高さが１０メートルを超える建築物のうち，

高さが１５メートル以下のものをいう。 

高層建築物：高さが１５メートルを超える建築物をいう。 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 



 

１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－デザイン基準－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋根 

・勾配屋根（原則として軒の出60cm以

上,けらばの出30cm以上）とする＊。 

・原則として塔屋等を設けない。 

・屋根材は，日本瓦，金属板又はこれ

らと同等の風情を有するもの 

外壁 

・道路からの十分な壁面後退又は壁

面分節 

・和風を基調とする形態意匠 

・自然景観と調和する色彩 

その他 

・道路に面する駐車場等の空地に対

する門塀等による修景（別途，植栽

等の設置基準があります。） 

 背景となる山並みや隣接する風致地

区との調和 

 周辺への圧迫感の低減 

 門・塀又は生垣等によるまとまりの

ある通り景観を形成 

 緑化による山並みとの調和 

（例）低層建築物の基準 

＊ ただし，屋上緑化等により良好な屋上景観の形
成に資するものについては，この限りでない。 

山ろく型美観地区 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

地区別方針 

 山ろくの自然景観との調和を図

るとともに，隣接する風致地区等の

自然的景観にも配慮して，和風基調

の建築物から構成される景観を継

承することを基本方針としていま

す。 

 
○北白川・銀閣寺周辺 

○渋谷・馬町 

○今熊野・泉涌寺周辺 

○本町筋・稲荷山周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田山周辺 

鹿ケ谷周辺 



 

１－７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－デザイン基準－ 

 

 

 

 

 
屋根 

・勾配屋根（原則として軒の出60cm以

上,けらばの出30cm以上）とする＊。 

・原則として塔屋等を設けない。 

・屋根材は，日本瓦，金属板又はその

他の材料で当該地区の風情と調和し

たもの 

外壁 

・道路からの十分な壁面後退又は壁面

分節 

・自然景観と調和する色彩 

その他 
・道路に面する駐車場等の空地に対す

る門塀等による修景 

山並み背景型美観地区 

地区別方針 

 鴨東地域及び歴史的市街地の一

部から構成され，吉田山，糺の森等

の市街地における貴重な緑地空間

の保全を図るとともに，これらの緑

地景観に配慮した都市景観の継承

を景観形成の基本方針としていま

す。 

○下鴨神社周辺（２） 

○田中・吉田 

○京都大学周辺 

○聖護院・吉田山周辺 

（例）低層建築物の基準 
◆ 見下ろしの景観に配慮したまとまり

のある町並み景観を形成 

◆ 大規模建築物は東山への眺望に配慮 

◆ 周辺への圧迫感の低減 

◆ 通り景観の連続性を保全 

◆ 背景の山並み又は市街地の緑との調

和 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

＊ ただし，屋上緑化等により良好な屋上景観の形
成に資するものについては，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田山周辺 

吉田山周辺 



 

１－８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｖ

－デザイン基準－ 
 

 

屋根 

・勾配屋根（原則として軒の出 60cm 以

上，けらばの出 30cm以上）とする＊。 

・原則として塔屋等を設けない。 

・屋根材は，日本瓦，金属板又はこれら

と同等の風情を有するもの 

外壁 

・圧迫感の低減及び水平方向を強調す

る形態意匠 

・河川に面する３階以上の壁面後退（１

階壁面より原則として 90cm以上） 

・自然景観と調和する色彩 

その他 

・道路に面する駐車場等の空地に対す

る門塀等による修景（別途，植栽等の

設置基準があります。） 

 

岸辺型美観地区（一般地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田山周辺 

鴨川西 

地区別方針 

水辺を中心とする自然との共生

の中で形成される緑豊かな潤いの

ある景観，河川沿いの緑地と山並み

及びその前景をなす市街地とが一

体となった風情ある良好な景観の

継承を基本方針とします。 

○哲学の道 

○岡崎疏水 

○鴨川東（１）（２） 

○鴨川西（１）（３） 

○高瀬川（２） 

○濠川・宇治川派流 

（例）低層建築物の基準 
◆ 落ち着きのある町並み景観を形成 

◆ 河川側からの眺めにも配慮した形態

意匠 

◆ 河川に面する設備機器の修景 

◆ 良好な河川景観を保全，創生 

◆ 潤いと緑豊かな岸辺の景観の形成 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

＊ ただし，屋上緑化等により良好な屋上景観の形
成に資するものについては，この限りでない。 



 

１－９ 

－デザイン基準－ 
 
 

屋根 

・特定勾配屋根（原則として軒の出 60cm

以上）とする＊。 

・原則として塔屋等を設けない。 

・屋根材は，日本瓦，金属板又はこれら

と同等の風情を有するもの 

外壁 

・歴史的な町並みや周囲の景観と調和

する形態意匠 

・河川に面する３階以上の壁面後退（１

階壁面より原則として 90cm以上） 

・歴史的町並みと調和する色彩 

その他 

・河川に面する空地に対する垣柵等に

よる修景（別途，植栽等の設置基準が

あります。） 

 

岸辺型美観地区（歴史的町並み地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田山周辺 

白川沿川 

地区別方針 

古くから河川沿いに伝統的な建

築物が建ち並ぶ地区であり，それら

が連担して形成される歴史的な町

並み景観の継承を基本方針としま

す。 

○白川（岡崎・祇園） 

○鴨川西（２） 

○高瀬川（１） 

（例）低層建築物の基準 
◆ 連担する町並みとの調和に配慮 

◆ 岸辺の風情の維持 

◆ 歴史的な町並みや周囲の景観と調和

した形態意匠 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

＊ ただし，屋上緑化等により良好な屋上景観の形
成に資するものについては，この限りでない。 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 



 

１－１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧市街地型美観地区 

－デザイン基準－ 

 

屋根 

・ 特定勾配屋根（原則として軒の出60cm

以上）とする＊。 

・ 原則として塔屋等を設けない。 

・ 屋根材は，日本瓦，金属板又はその他

の材料で当該地区の風情と調和した

もの 

軒庇 

・ 道路に面する１，２階の外壁に軒庇

（原則として特定勾配を持ち，軒の出

60cm以上）を設置 

外壁 

・ 歴史的町並み等と調和した形態意匠 

・ 道路に面する３階以上の壁面後退（１

階壁面より原則として90cm以上） 

・ 歴史的町並みと調和する色彩 

その他 
・道路に面する駐車場等の空地に対す

る門塀等による修景 

 

 

 

地区別方針 

 伝統文化や生活文化により培わ

れた京町家を残す趣のある旧市街

地にありながら，現代の都市活動が

展開しており，京町家を中心とする

和風を基調とした町並みを尊重し

つつ，現代建築物が共存する景観を

形成することを基本方針としてい

ます。 

○西陣   ○御所周辺 

○鴨東   ○鴨川 

○二条城周辺 

○職住共存地区（１）（２） 

○本願寺周辺 

○伏見 

（例）低層建築物の基準 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

◆ 京町家等の歴史的建造物との調和 

◆ 良好な屋上景観を形成 

◆ 通り景観の連続性を維持 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

＊ ただし，屋上緑化等により良好な屋上景観の形
成に資するものについては，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田山周辺 

職住共存地区 



 

１－１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－デザイン基準－ 
 
 

屋根 

・ 特定勾配屋根（原則として軒の出60cm以

上）とする＊。 

・ 原則として塔屋等を設けない。 

・ 屋根材は，日本瓦，銅板又はこれらと同等

の風情を有するもの 

軒庇 
・ 道路に面する１，２階の外壁に特定勾配の

軒庇（原則として軒の出 60cm以上）を設置 

外壁 

・歴史的町並み等と調和した形態意匠 

・ 道路に面する３階以上の壁面後退（原則と

して90cm以上） 

・ 歴史的町並みと調和する色彩 

その他 
・道路に面する駐車場等の空地に対する門塀

等による修景 

 

地区別方針 

 世界遺産などの歴史的資産や伝

統的な町並み景観との調和に重点

をおき，建築物の高さを抑えた中低

層の建築物からなる町並み景観を

形成することを基本方針としてい

ます。 

 加えて，一般地区以外は，歴史的

景観保全修景計画又は界隈景観整

備計画で地区特性に応じた詳細な

方針を記しています。 

○下鴨神社周辺（１） 

○御所   ○二条城 

○先斗町  ○本願寺 

○祇園･清水寺周辺 

○東寺 

○歴史的景観保全修景地区 

○界わい景観整備地区 

（例）低層建築物の基準（一般地区） 

歴史遺産型美観地区 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

◆ 深い軒がつくる落ち着きのある和風

基調の町並み景観を保全 

◆ 軒の連なりを継承することによる通

り景観を保全 

◆ 京町家等の歴史的な町並みとの連続

性を維持 

◆ 京町家等の建築様式の継承 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

＊ ただし，屋上緑化等により良好な屋上景観の形
成に資するものについては，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田山周辺 

御所周辺 



 

１－１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿道型美観地区 

－デザイン基準－ 

 

屋根 

・ 勾配屋根又は勾配屋根に類似する工

夫を施し，若しくは外壁上部に水平線

を強調する庇状のものを設けるなど，

良好な屋上景観及びスカイラインの

形成に資するもの 

外壁 

・ 都心部の幹線沿道の良好な景観と調

和のとれた形態意匠 

・ 低層部は石貼り等とし，落ち着いた歩

行者空間の形成に資するもの 

その他 
・ 塔屋等は，沿道のスカイラインの形成

に配慮されたものとすること。 

 

地区別方針 

 歴史的市街地内を東西・南北に走

る幹線道路から構成され，沿道ごと

の景観特性を活かして，歴史的市街

地における沿道景観にふさわしい，

良好な景観を形成することを基本

方針としています。 

○御池通   ○四条通 

○五条通   ○河原町通 

○烏丸通   ○堀川通 

○三条通 

（例）高層建築物の基準 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

◆ 落ち着きある歩行空間を確保  

◆ 良好な屋上景観により，統一感のある

スカイラインを形成 

◆ 壁面を整えることなどにより整然と

した沿道景観の保全・創出 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

＊ 三条通については，景観特性が異なるため，デ
ザイン基準を別途定めています。 

 

 

 

 
御池通沿道 



 

１－１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地型美観形成地区 

－デザイン基準－ 

 

屋根 

・勾配屋根とする＊。 

・原則として，塔屋を設けない。 

・屋根材は，日本瓦，金属板又はその

他の材料で当該地区の風情と調和し

たもの 

外壁 

・歴史的な町並み等と調和し，良好な

景観の創出に配慮した形態意匠 

・道路からの十分な壁面後退又は壁面

分節による周辺への配慮 

・市街地の町並みと調和する色彩 

 

地区別方針 

 歴史的市街地内にあり，昭和初期

にすでに市街地が形成されていた

地域であり，京都らしい繊細で洗練

された意匠を継承した新たな建築

の誘導を図ることを基本方針とし

ています。  

○小山    ○高野 

○西ノ京   ○壬生・朱雀 

○京都駅周辺 

○西七条・唐橋 

（例）低層建築物の基準 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

◆ 京都らしさを継承した新たな建築を

誘導 

◆ 建築物の色彩への配慮，屋上景観等の

整備により，良好な市街地景観の創出 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

＊ ただし，良好な屋上の景観に配慮されたものに
ついては，この限りでない。 

 

西ノ京周辺 



 

１－１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－デザイン基準－ 

 

屋根 

・ 勾配屋根又は勾配屋根に類似する工

夫を施し，若しくは外壁上部に水平線

を強調する庇状のものを設けるなど，

良好な屋上景観及びスカイラインの

形成に資するもの 

外壁 

・ 道路に面する外壁は，地域の景観特性

を活かし，良好な町並み景観の創出に

資するもの 

その他 
・ 塔屋等は，沿道のスカイラインの形成

に配慮されたものとすること。 

 

 

地区別方針 

歴史的市街地内において，中高層

建築物を中心に，京都にふさわしい

新たなデザインの建築物を誘導す

ることにより，良好な沿道の町並み

景観を形成することを基本方針と

しています。 

○北山・白川通 

○西大路・北大路通 

○二条駅周辺 

○京都駅前 

○その他沿道 

○衣掛けの道 

（例）高層建築物の基準 

沿道型美観形成地区 

◆ 良好な屋上景観の形成 

◆ 京都らしい落ち着きのある通り景観

の形成 

◆ スカイラインを整える。 

景観地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

＊ 衣掛けの道については，景観特性が異なるため，
デザイン基準を別途定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田山周辺 

四条大宮付近 



 

１－１５ 

 建造物修景地区の解説 

■ 建造物修景地区 

三方の山々の内縁部や南部地域など，景観計画区域のうち，景観地区及び風致地区以外

の市街地の区域（高度集積地区等を除きます。）を建造物修景地区に指定し，景観地区と

比べて緩やかな景観規制により，良好な市街地景観の形成及び向上を図っています。京都

市では，山ろく型や岸辺型といった地区類型別に，４つの建造物修景地区を設けています。 

建造物修景地区においても，共通基準及び地区別基準を定め，地区別基準では，低層，

中層，高層の別に応じて，屋根の形状や材料，道路からの壁面後退，門や塀等による修景

措置を定めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

山ろく型建造物修景地区………山すその緑豊かな自然に調和した良好な町並み景観の形成を必

要とする区域を指定しています。 

 

山並み背景型建造物修景地区…背景となる山並みの緑と調和した良好な市街地の景観の形成を

必要とする区域を指定しています。 

 

岸辺型建造物修景地区…………良好な水辺の空間と調和した趣のある岸辺の景観の形成を必要

とする区域を指定しています。 

 

町並み型建造物修景地区………地域ごとの景観の特性を生かしながら，町並み景観の向上を目

指す区域を指定しています。 

 

  

     

 

                

                  

 

景観計画区域 

建造物修景地区 

松 ヶ 崎 
（山ろく型建造物修景地区） 

桂  川 
（岸辺型建造物修景地区） 

建造物修景地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

山ろく型 

山並み背景型 

岸辺型 

町並み型 

景観地区 

風致地区 



 

１－１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－デザイン基準－ 
 
 

屋根 

・勾配屋根（原則として軒の出 60cm以

上,けらばの出 30cm 以上）を基本と

する＊。 

・屋根材は，日本瓦，金属板又はこれ

らと同等の風情を有するもの 

外壁 

・道路からの十分な壁面後退又は壁面

分節等による周辺への配慮 

・和風を基調とする形態意匠 

・自然景観と調和する色彩 

その他 ・道路に面した設備機器の修景 

 

 

地区別方針 

山ろくの自然風景との調和

を図るとともに，隣接する風

致地区との整合性がとれた，

良好な景観を形成することを

基本方針としています。 

○北部  ○西部 

○伏見・山科 

（例）低層建築物の基準（北部地区） 

山ろく型建造物修景地区 

建造物修景地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

◆自然風景との調和 

◆隣接する風致地区との整合 

◆周辺への圧迫感の低減 

◆塀や植栽等の設置による良好な町

並み景観の形成 

◆大規模建築物における緑化誘導 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

＊ ただし，良好な屋上景観の形成に配慮されたも
のについては，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田山周辺 

桂坂地域 



 

１－１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－デザイン基準－ 

 

屋根 

・ 勾配屋根又は勾配屋根に類似する工

夫を施し，若しくは屋上を緑化するこ

と等により，良好な屋上景観の形成に

配慮したもの 

・ 屋根材は，日本瓦，金属板又はその他

の材料で当該地区の風情と調和した

もの 

外壁 

・ 道路からの十分な壁面後退又は壁面

分節等による周辺への配慮 

・ 自然景観と調和する色彩 

 

 

地区別方針 

背景となる山並みと調和した屋

上景観に配慮するともに，周囲の景

観に配慮した塀や植栽などを設置

し，連続した町並み景観を形成する

ことを基本方針としています。 

○北山周辺 ○太秦周辺 

○西山周辺 ○右京の里 

（例）低層建築物の基準 

山並み背景型建造物修景地区 

建造物修景地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

◆背景となる山並みと調和した屋上景

観に配慮 

◆周辺への圧迫感の低減 

◆連続した町並み景観の形成 

◆山並みと調和した，落ち着きのある

町並みの形成 

◆大規模建築物における緑化誘導 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田山周辺 

疏水周辺（下鴨地域） 



 

１－１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－デザイン基準－ 

 

屋根 

・勾配屋根（原則として軒の出 60cm以

上,けらばの出 30cm以上）とする＊。 

・ 屋根材は，日本瓦，金属板又はその

他の材料で当該地区の風情と調和し

たもの 

外壁 

・ 道路からの十分な壁面後退又は壁面

分節等による周辺の配慮 

・ 自然景観と調和する色彩 

その他 ・ 道路や河川に面した設備機器の修景 

 

 

 

 

 

 

桂川岸辺 

 

 

 

吉田山周辺 

○○○○ 

地区別方針 

河川敷からの眺望を阻害するこ

とがないよう屋上景観を整えると

ともに，河川等の自然景観との調和

を図り，良好な岸辺景観を形成する

ことを基本方針としています。 

○桂川 

（例）低層建築物の基準 

岸辺型建造物修景地区 

建造物修景地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

◆河川敷からの眺望を阻害しない屋上

景観の形成 

◆自然景観と調和した外壁の色彩 

◆外壁面の分節化や植栽による岸辺景

観の形成 

◆大規模建築物における緑化誘導 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

＊ ただし，良好な屋上景観の形成に配慮されたも
のについては，この限りでない。 



 

１－１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－デザイン基準－ 

 

屋根 

・勾配屋根又は良好な屋上景観の形成に

配慮したもの 

・屋根材等は，地域特性を踏まえた良好

な屋上の景観に配慮されたもの 

外壁 

・ 道路からの十分な壁面後退又は壁面分

節等による周辺の配慮 

・ 市街地の町並みと調和する色彩 

 

 

地区別方針 

地域の既存の景観資源を生かし

ながら地域ごとの景観の向上を目

指し，植栽などを誘導することによ

り緑豊かな潤いのある景観を形成

することを基本方針としています。 

○葛野周辺 ○吉祥院周辺 

○九条周辺 ○竹田周辺 

○久世・久我・羽束師 

○淀・横大路 

○伏見桃山・向島 ○山科 

（例）低層建築物の基準 

町並み型建造物修景地区 

建造物修景地区の解説 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域の景観資源を生かした景観形成 

◆壁面の色彩に配慮 

◆緑化等による潤いある町並み景観 

◆大規模建築物における緑化誘導 

（注）掲載している基準は概要版です。詳しくは，窓口や 

ホームページで公開している基準をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田山周辺 

上鳥羽地域 



 

１－２０ 

 眺望景観創生条例の概要 

三方の低くなだらかな山並みと南北に流れる河川とが一体となった山紫水明と称えら

れる自然景観を有する京都には，古くから歌にも詠まれた優れた眺望景観や借景がありま

す。これら京都の優れた眺望景観や借景の保全，創出を図るため，標高による規制手法も

導入した「京都市眺望景観創生条例」を制定し，「時を超え光り輝く京都の景観づくり審

議会」において選定された３８箇所の優れた眺望景観や借景の保全，創出を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【8 つの「眺め」と 38 箇所の保全すべき眺望景観・借景】 

境内の眺め 

賀茂別雷神社（上賀茂神社），賀茂御祖神社（下鴨神社）， 

教王護国寺（東寺），醍醐寺，仁和寺，高山寺，西芳寺，天龍寺， 

鹿苑寺（金閣寺），龍安寺，本願寺，二条城，京都御苑，桂離宮 

○ 

清水寺，慈照寺（銀閣寺），修学院離宮 ◎ 

通りの眺め 御池通，四条通，五条通，産寧坂伝統的建造物群保存地区内の通り ○ 

水辺の眺め 濠川・宇治川派流，琵琶湖疏水 ○ 

庭園からの眺め 
円通寺 ● 

渉成園 ○ 

山並みへの眺め 賀茂川右岸からの東山，賀茂川両岸からの北山，桂川左岸からの西山 ○ 

しるしへの眺め 

賀茂川右岸からの「大文字」，高野川左岸からの「法」，北山通からの「妙」，

賀茂川左岸からの「船」，桂川左岸からの「鳥居」， 

船岡山公園からの「大文字」「妙」「法」「船」「左大文字」 

● 

西大路通からの「左大文字」 ★ 

見晴らしの眺め 鴨川に架かる橋からの鴨川，渡月橋下流からの嵐山一帯 ○ 

見下ろしの眺め 大文字山からの市街地 ◎ 

●：眺望空間＋近景＋遠景  ★：眺望空間＋近景  ◎：近景＋遠景  ○：近景のみ 

眺望景観や 

借景 

京都には，歌にも詠まれた優れた眺めが多数あり，

京都のみならず日本の財産である。 

⇒ 世界遺産を含む歴史資産周辺や市街地が近接

し，建築物等の高さやデザインについて新たに

規制していかなければ，眺望景観や借景が損な

われる可能性がある３８箇所を審議会で抽出 

⇒ 「京都市眺望景観創生条例」の制定 

   建築物等の標高規制やデザイン規制 

眺望景観創生条例の概要 
景観ガイドライン 

 

 



 

１－２１ 

■ 眺望景観保全地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

賀茂川右岸から大文字への眺望 

 
 眺望景観を保全，創出するために規制が必要となる地域を「眺望景観保全地

域」に指定しています。眺望景観保全地域は，それぞれ必要となる規制の内容

に応じて，次の３つの区域に分類しています。 

眺望空間保全区域    ： 視点場から視対象への眺望を遮らないように建築物等が

超えてはならない標高を定める区域  

近景デザイン保全区域 ： 視点場から視認することができる建築物等が，優れた眺

望景観を阻害しないように形態，意匠，色彩について基

準を定める区域  

遠景デザイン保全区域 ： 視点場から視認することができる建築物等が，優れた眺

望景観を阻害しないように外壁，屋根等の色彩について

基準を定める区域 

眺望景観創生条例の概要 
景観ガイドライン 

 

 

視点場 



 

１－２２ 

 

 

眺望景観創生条例の概要 
景観ガイドライン 

 

 



 

２－1 
 

デザインガイド・屋根 
景観ガイドライン 

 

 

 

 
デザインガイド 

 屋根 

三山の山並みを背景とし，歴史遺産等の伝統的な建

造物，そして京都の生活文化から生み出された独特の

形態意匠を有する京町家等が連たんする町並みは，京

都固有の趣ある市街地景観を形成しています。 

このような町並みにおいて，高さを微妙に変化させ

ながら続く甍（いらか）の波は，風情ある京都の景観

に独特のリズムを与えるものです。また，このような

勾配のある屋根は三方の山並みと調和する要素であるとともに，山々からの見下ろし景

観においても重要な要素となっています。このため，屋根の形式は勾配屋根を基本とす

ることにより，まとまりのある歴史都市・京都の景観の保全・再生を図ることを目指し

ています。 

   

■ 屋根の形式と勾配 

屋根の形式には，屋根面が棟から二方向に傾斜し

ている切妻屋根，四方向に傾斜している寄棟屋根，

切妻屋根と寄棟屋根を組み合わせた入母屋屋根な

どの形式があります。 

京町家の屋根は切妻を基本としており，軒先側を

玄関とする「平入り」形式で隣家と軒先を揃え，通

り景観を整えてきました。また，京町家や伝統的な

木造建築物などでは，屋根の勾配も一定範囲で揃っ

ており，それらによって美しい屋並みを形成してき

ました。 

このため，歴史遺産型や旧市街地型の美観地区で

は，京町家などで多く見られる屋根の勾配（10 分

の 3 から 10 分の４.5）を特定勾配として定め，屋

並みの整った良好な通り景観の保全・形成を図って

います。 

 

 

 

 

 

 

 
切妻屋根 入母屋屋根 寄棟屋根 

１０ 
４．５ 

屋根勾配１０分の４.５の場合 



 

２－2 
 

デザインガイド・屋根 
景観ガイドライン 

 

 

 

 
■ 軒・けらば 

屋根の軒やけらばは，雨や日射を遮り外壁を保護する方法として古来からある技術

であり，近年では地球環境にやさしい建築技術としても再評価されています。また，

深い軒がつくる陰影のある外観は，京都の特徴ある景観の重要な要素ともなっていま

す。 

このため，山ろく部や岸辺などの自然環境の豊かな地域では，軒やけらばの出の最

小長さを，また，歴史的な町並みの残る地域では，軒の出に加え，軒庇の出の最小長

さをデザイン基準として定めることで，優れた町並みの保全・形成を図っています。（軒

庇については，２－１０頁も参照してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木造の場合 切妻平入り屋根 

！ 狭小敷地等の場合の緩和 

小規模な敷地（概ね 100 ㎡以下）や間口が狭い敷地

（概ね６メートル以下）で住宅を建て替えるときに，

軒やけらばを確保すると従前よりも建築面積が小さく

なり，十分な居住空間が確保できなくなるような場合

があります。そのような場合には，必要性や状況に応

じて軒やけらばの出の寸法を緩和することがありま

す。 

このほか，不整形な敷地で軒やけらばの一部が敷地

境界線を越えてしまうような場合にも，建築計画によ

ってはその部分を緩和することがありますので，御相

談ください。 

狭くなる 

間口が狭い場合 

軒の出 

 

柱・壁の中心 

建て替える前の

壁の位置 



 

２－3 
 

デザインガイド・屋根 
景観ガイドライン 

 

 

 

 
■ 屋上景観 

建築物の屋上部は，山々等からの見下ろし，開けた場所からの見渡し，通りからの

見上げや見通しなどの様々な眺めにおいて市街地全体の景観を構成する重要な要素で

す。 

しかしながら，屋上部にはともすれば突出した塔屋や屋上設備などが設けられ，乱

雑な景観を呈しがちです。このため，デザイン基準においては，共通基準で，塔屋の

高さを制限するとともに，屋上設備などを設ける場合にはルーバー等で適切に修景す

るよう定めています。 

また，勾配屋根は，京都にとって，気候風土によってかたちづくられてきた伝統的

な景観要素であることに加えて，屋上部に整然としたまとまりを与え，その連なりが

独特のリズムや陰影をつくりだすなど良好な屋上景観を形成するための最適な方法の

ひとつです。屋根のデザイン基準において勾配屋根を基本としているのは，そのため

です。 

 

■ 屋根の基準 

屋根のデザイン基準では，勾配屋根を基本としたうえで，歴史遺産型美観地区の歴

史的景観保全修景地区や幾つかの界わい景観整備地区を除き，それ以外の屋根も認め

ています。ただし，認められるものや程度は，地区によって異なります。以下は，デ

ザイン基準の例とその考え方です。 

 

基準の例 考え方 

勾配屋根とすること。ただし，屋

上緑化等により良好な屋上の景観

の形成に資するものについては，

この限りでない。 

 

 

主に低層建築物に関する基準です。見下ろされることが多く，

また，人の視点に近いことから，原則として勾配屋根の設置

を求めています。勾配屋根以外のものとする場合は，屋根の

大半をボリュームのある屋上緑化や良質な屋上庭園とするな

ど，勾配屋根の連なりにアクセントを与え，地域景観の指標

となるような措置が必要です。 

勾配屋根とすること。ただし，（屋

上緑化等により）良好な屋上の景

観に配慮されたのものについて

は，この限りでない。 

原則として勾配屋根の設置を求めています。それ以外のもの

とする場合は，次頁に掲げる良好な屋上景観とするための措

置に加え，屋根の四周を屋上緑化するなど，地区ごとの特性

に応じた配慮が必要です。 

勾配屋根又は屋上のパラペットの

形状等により勾配屋根に類似する

工夫を施すなど，良好な屋上の景

観に配慮されたものとすること。 

次頁に掲げる良好な屋上景観とするための措置に加え，地区

ごとの特性に応じて，勾配屋根に類似するルーバー等で屋上

部及びその廻り（基本的に四周）を修景するなどの措置が必

要です。 

勾配屋根又は良好な屋上の景観に

配慮されたものとすること。 

次頁に掲げる良好な屋上景観とするための措置を講じること

が必要です。 
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＜良好な屋上景観とするための基本的措置＞ 

良好な屋上景観とするには，屋上部について，勾配屋根を設ける場合と同様の，整

然としたまとまりのある形態意匠とすることが基本になります。以下は，そのための

具体的措置です。なお，地区によっては，前表に示したとおり，これらに加えて，屋

上緑化等の措置が必要です。 

 
 

＜勾配屋根以外のものとする場合の留意点＞ 

地区によっては，勾配屋根とする場合に軒の出及びけらばの出の寸法が規定されて

います。それらの地区においては，勾配屋根以外のものとする場合でも，地区特性に

応じた通り景観の連続性の確保，スカイラインの形成を図るため，外壁上部に同じ出

寸法の庇等を設けるなど，同等の措置が必要です。 

 

＜水平庇＞ 

沿道型美観地区及び沿道型美観形成地区においては，幹線沿道等の高層建築物によ

る統一感のあるスカイラインの形成を図るため，高層建築物の基準の中で「外壁上部

に水平線を強調する庇状のもの」を修景方法のひとつとして定めています。 

この「水平庇」については，以下の点に留意してデザインしてください。 

 

○ 道路に面する外壁の全幅にわたり連続して設けられていること。 

○ 水平庇の先端は，原則として道路側の外壁面よりも道路側に突き出ていること。 

○ 外壁面と外観上分離されている（縁が切られている）こと。 

○ 庇先端部の納まり等を工夫し，水平線を強調する意匠としていること。 

○ 塔屋等によって分断されていないこと。 

○ 色彩や材料，仕上げが，建築物本体と調和していること。 

○ 設備機器が屋上に設けられていない。又は，設ける場合は位置・規模に配慮するととも

に適切な修景がなされている。（太陽光発電装置については，別途基準を設けています。

２－２３頁を参照してください。） 

○ 塔屋等が設けられていない。又は，設ける場合は位置・規模・デザイン等において建築

物本体とのバランス及び突出感の軽減に配慮されている。（塔屋等の設置を原則として禁

止している地区もあります。） 

○ 屋上に工作物を設ける場合は，位置・デザイン等において建築物本体との調和に配慮さ

れている。 

○ 陸屋根とする場合は，屋上仕上材が光沢感なく色彩にも配慮されている。（色彩について

は，濃い灰色を基本とします。） 

○ 屋上部及びその廻りに，けばけばしい，又は過度な装飾が施されていない。 

○ パラペット天・軒先・けらば等部分の納まりやデザイン等について，良好なスカイライ

ンを形成するための配慮がなされている。 

○ 屋上を駐車場としていない。又は，駐車場とする場合は，四周に壁を立ち上げるなど，

周辺から車両が見えないよう適切な修景がなされている。 
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■ 屋根の色彩 

歴史都市・京都にふさわしい，まとまりのある屋根景観を保全・形成するため，屋

根の材料には，色彩の基準を設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜色彩の具体例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いぶし銀 

（日本瓦） 

【景観地区における色彩の基準】 

・日本瓦及び平板瓦は，原則としていぶし銀としています。 

・銅板は，素材色としています。（緑青色を含む。） 

・銅板以外の金属板及びその他の屋根材は，原則として光沢のない濃い灰色，光沢のない

黒としています。（緑青風色塗装は使用できません。） 

※濃い灰色とはマンセル値 N4.5 以下を目安としています。 

 （マンセル値の説明については，２－１３頁を参照してください。） 

【建造物修景地区における色彩の基準】 

・日本瓦及び平板瓦は，原則としていぶし銀としています。 

・銅板は，素材色としています。（緑青色を含む。） 

・銅板以外の金属板及びその他の屋根材は，原則として光沢のない濃い灰色，光沢のない黒 

 及び光沢のない濃い茶色としています。（緑青色風塗装は使用できません。） 

※濃い茶色とは，黒に近い茶色とし，R，YR，Y 系の色相で明度３以下かつ彩度１以

下を目安としています。 

いぶし銀 

（平板瓦） 

光沢のない濃い灰色 

（金属板） 

緑青色 

（銅板） 

光沢のない濃い茶色 

（化粧スレート板） 

光沢のない濃い灰色 

（金属板） 
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■ 屋根材 

屋根材の材質や形状，その葺き方に

よって，屋根は様々な表情を持ちます。 

屋根材については，古くは茅葺きや

板葺き，瓦葺きや銅板葺きなど，それ

ぞれの地で得やすい自然由来の材料が

中心となっていましたが，現在では，

銅以外の金属系材料をはじめとしてセ

メント系材料，化学系材料などの工業

製品が多数開発されています。 

京都の景観を構成する歴史的な建造物の多くは，日本瓦葺き又は銅板葺きであるた

め，これらとの調和を基本として，地区類型ごとに屋根材の基準を設けています。 

 

＜日本瓦・銅板・金属板＞ 

日本瓦，銅板は，歴史都市・京都の屋根景観の基本となるものであり，全ての美

観地区，美観形成地区，建造物修景地区で使用可能です。 

金属板は，折板，波板以外の平板状の材料で，平葺き（一文字葺き），横葺き，瓦

棒葺き又は立平葺きで葺かれたものを基本とします。また，一部の歴史遺産型美観

地区では，金属板の使用は限定されていますので，窓口まで御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属板 

平葺き（一文字葺き），横葺き，瓦棒葺き又は

立平葺きで葺かれたものを基本とします 

ほとんどの地区で使用できますが，歴史遺産

型の一部の地区では原則として使えません。詳

しくは，窓口まで御相談ください。 

 

 

日本瓦・銅板 

全ての美観地区，美観形成地区及び建造物修

景地区で使用できます。 
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＜その他の材料の例＞ 

基準では，以下の地区において，日本瓦及び金属板以外の「その他の材料で当該地

区の風情と調和したもの」を使用可能としています。その一例を紹介します。 

 なお，地区の種別や地域の特性によって，使用できる材料は異なりますので，御注

意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の材料で当該地区の風情と調和したものが使用可能な地区】 

・山ろく型（中高層），山並み背景型，岸辺型（中高層），旧市街地型，沿道型・三条通

地区（中高層）の各美観地区，市街地型美観形成地区，沿道型美観形成地区・衣掛け

の道地区（中高層） 

・山ろく型（北部地区の低層を除く），山並み背景型（低層），岸辺型（低層）の各建造

物修景地区 

日本瓦以外の粘土瓦，セメント瓦 

（Ｆ型のうち平板状のもの） 

上記のすべての地区で， 
使用できます。 

日本瓦以外の粘土瓦，セメント瓦 

（Ｆ型のうち平板状以外のもの，Ｓ型） 
上記のうち，山並み背景型 

美観地区，市街地型美観形成 

地区，山並み背景型及び岸辺 

型建造物修景地区で使用でき 

ます。 

※ 製品によっては使用でき 

ない場合がありますので， 

窓口まで御相談ください。 

スパニッシュ瓦 

上記の地区のうち，基本 

的に，山並み背景型美観地 

区，市街地型美観形成地区， 

山並み背景型及び岸辺型建 

造物修景地区で使用できます。 

※ 製品によっては使用で 

きない場合がありますの 

で，窓口まで御相談くだ 

さい。 

化粧スレート（平板状のもの） 

上記の地区のうち，山並 

み背景型美観地区，市街地 

型美観形成地区，山ろく型 

（北部を除く），山並み背景 

型，岸辺型の各建造物修景 

地区で使用できます。 

※ 波形のものは，原則と 

して使用できません。 

 

アスファルト・シングル 

上記の全ての地区で，基 

本的には使用できませんが， 

山並み背景型，岸辺型の各 

建造物修景地区では製品， 

葺き方によって使用できる 

場合がありますので，窓口 

まで御相談ください。 

日本瓦形状の新建材など上記以外の材料 

使用できる材料や地区に 

ついては，窓口まで御相談 

ください。 

なお，新建材を使用する 

場合，材料や葺き方だけで 

なく，棟や軒先，けらばの 

納まりにも配慮してくださ 

い。 
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＜日本瓦，金属板（銅板）又はこれらと同等の風情を有するもの＞ 

歴史遺産型美観地区や山ろく型美観地区（低層）などでは，日本瓦や金属板（又

は銅板）を基本としていますが，それ以外の材料でも，これらと同等の風情を有す

るものであれば使用可能としています。 

  該当する材料については，素材や葺き方，仕上等によって判断します。また，棟

や軒先，けらばの納まりへの配慮も必要となります。詳しくは，窓口まで御相談く

ださい。 

 

＜地域特性を踏まえた良好な屋上の景観に配慮されたもの＞ 

以下の地区では，特定の材料を指定せず，「地域特性を踏まえた良好な屋上の景観

に配慮されたもの」としています。 

  

 

 

 

  日本瓦や金属板，前頁に例示している「その他の材料」は，上記のいずれの地区

においても使用できますが，それら以外の材料を使用する場合は，地区の種別や地

域特性に応じて個別の判断を要しますので，窓口まで御相談ください。 

  なお，町並み型建造物修景地区では，波板や折板屋根の使用も可能ですが，これ

らの材料を使う場合であっても，「良好な屋上景観とするための基本的措置」（２－

４頁を参照）を満たす必要があります。特に軒先やけらば等の納まりに配慮してく

ださい。 

 

【特定の材料の指定がない地区】 

・沿道型美観地区都心部幹線地区，沿道型美観形成地区幹線地区 

・山並み背景型（中高層），岸辺型（中高層），町並み型の各建造物修景地区 
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■ 屋根デザインの紹介 

大規模な建築物の屋上景観を，勾配屋根やルーバー等による屋根に類似した工夫に

より整えている建築デザインを紹介します。 

この他，市街地景観課ホームページに掲載している【京（みやこ）景観適合建築物】

では，デザイン基準に適合して建てられた完成物件事例を紹介しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

 

景観規制：歴史遺産型美観地区（一般地区） 

建物用途：学校 

屋 根 材：金属板葺 

景観規制：山並み背景型建造物修景地区 

建物用途：区役所 

屋 根 材：金属板葺（一部太陽光発電パネル） 

景観規制：山並み背景型美観地区 

建物用途：病院 

屋 根 材：金属製ル－バ－による修景 
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  軒庇 

通りに面して設けられた深い軒庇は，京町家をは

じめとする伝統的な建造物の外観上の大きな特徴の

一つです。軒庇の連なりが，視覚的な連続性，スケ

ールの統一感を生み出し，京都固有の通り景観を形

成してきました。また，軒下の空間は，表と内，公

と私を繋ぐ中間領域として，通り景観に奥行きや潤

いをもたらしてきました。 

このような景観を保全・継承し，現代に生かしていくために，地区によっては，道

路に面して軒庇を設置することを定めています。 

 

■ 軒庇の材料 

軒庇の上葺き材は，原則として，各地区の屋根材の基準に適合するものとします。

その他の材料を使用する場合は，軒庇自体の寸法・デザイン，建築物本体や町並みと

の調和等により判断します。 

なお，歴史遺産型美観地区においては，周辺の町並みの状況により，日本瓦に限定

する場合があります。 

 

■ 軒庇の設置位置 

＜高さ＞ 

軒庇を設置する高さは，原則として，２階及び３階の床付近の位置とします。 

ただし，階高が著しく高い場合，道路に面して吹き抜けを設ける場合，半地下や

中層階を設けるなど床の位置が変則的な場合は，周囲の建築物との連続性に配慮し

た位置としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幅＞ 

    軒庇を設置する幅は，原則として，道路に面する外壁の全幅とします。 

一般的な設置例 

▽2F 

▽1F 

▽3F 

▽1F 

▽2F 

階床の位置が変則的な場合 



 

２－11 
 

デザインガイド・軒庇 
景観ガイドライン 

 

 

 

  

 

 

！ 塀等を設ける場合の取扱い 

周辺の町並みと調和する門や塀（笠木瓦を載せた塀や板塀など）を敷地の間口全幅に

わたって設置することにより，軒庇を設置すべき壁面が道路から容易に見えない場合は，

軒庇の寸法を緩和する，又は設置を不要とすることがあります。 

 

 

 ！ 角敷地の取扱い 

間口が狭い角敷地では，周辺の町並みの状況によって，町並みが連続する方の道路に

面して屋根を切妻平入とし軒庇を設置する場合に，他方の道路に面する外壁（妻壁）に

は軒庇を不要とすることがあります。 

この場合，軒庇を設置しない外壁については，単調な壁面とならないよう，仕上材料

や意匠などの工夫が必要です。 

なお，歴史遺産型の一部の地区では，軒庇を設置する側の通りを指定していますので，

御注意ください。 

 

 

■ 配慮事項等 

＜道路側にバルコニーを設ける場合＞ 

軒庇を設置すべき道路側にバルコニーを設ける場合は，原則として，バルコニー

の手摺面を外壁面とみなして，軒の出の寸法基準を適用します。 

また，この場合，軒庇とバルコニーという２つの突出した要素が外壁面に表れる

ことになるため，デザイン上の工夫が必要となります。 

以下に，デザイン手法の一例を紹介します。 

 

◆ インナーバルコニーとする。 

     バルコニーを柱の内側に納める，両側に袖壁等を設けるなどの措置により，インナーバ

ルコニーとする。（中高層建築物については，軒庇の設置の有無にかかわらず，別途，基

準でインナーバルコニーとすることを定めています。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

袖壁や格子等を設

け，バルコニーの

突出感を無くす。 

突出物が２重にな

り，デザイン上違

和感が生じる。 
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＜軒下空間の 設
しつら

え＞ 

   通り景観にとっては，軒庇そのものに加えて，その下部にある「軒下空間」のあり方も大

切です。古来，軒下には，床机や植木鉢などが置かれ，出格子などの開口部や壁面のデザイ

ンとあいまって，独特の空間が形成されてきました。 

基準では，特に規定をしていませんが，良好な軒下空間となるよう，軒天の材料・デザイ

ン，そこに面する開口部や舗装，用途（使い方）などに配慮することが望まれます。 

 

 

！ 軒の出の取扱い 

道路側にバルコニーを設ける場合，軒の出の寸法は，原則として，バルコニーの手摺

壁から算定することとしていますが，軒庇とバルコニーの関係やバルコニーの規模，軒

庇のデザイン等によっては，下図の例のように，出寸法を緩和することがあります。詳

しくは，窓口まで御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 手摺壁のデザインを工夫する。 

  バルコニーと軒庇が重なってくる場

合は，バルコニーの手摺壁を格子状の

ものにするなど，外壁と異なるデザイ

ンとし，壁面としての印象を和らげる。 

◆ 設置高さに配慮する。 

  突出部となるバルコニーと軒庇が取

り合うことのないよう，双方の高さを

調整し，軒庇の水平線（上下とも）を

しっかりと見えるようにする。 

バルコニーと軒庇とを分離

し，軒庇の裏表をしっかりと

見せる。 

手摺壁のデザイ

ンに配慮し，バル

コニー部分のボ

リューム感を和

らげる。 

●バルコニーと軒庇を分離している場合 ●バルコニーが壁面に対し，部分的である場合 

基準寸法以上 

軒庇上部のラインをはっ

きりと通し，軒先はバルコ

ニー面よりも突き出す。 

基準寸法以上 

軒先はバルコニーよりも突き

出す。軒裏には，バルコニーを

突出させない。 

バルコニーは

外壁と異なる

デザイン 

幅は建物間口の概ね 1/2 以下 
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デザインガイド・外壁 
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  外壁等 

外壁は，屋根とともに地域の景観を形成する重要な要

素です。特に，歴史的な建築物が残る地域では，木や土

塗り壁等の素材を生かした壁面が連続することで，京都

固有の優れた通り景観が保たれています。 

外壁は，屋根とは異なり，玄関や窓などの開口部のほ

か，バルコニーやポーチなどを設置したり，格子やルー

バーなどの意匠装置を設けるなど，その形態意匠は多様

です。このため，地域の景観特性に応じて，外壁の色彩

や後退，バルコニーの形態，空調室外機等の修景などの

基準を設けています。 

なお，建築物の壁の外側の一部又は全部をガラスなどで覆い，壁とガラスの間に設けた

空間で換気や照明などを行う，いわゆるダブルスキンの壁については，壁，ガラス面及び

その間の空間を外壁として取り扱い，基準を適用します。 

■ 外壁の色彩 

地域の特性に応じて外壁に使用できる色彩をマンセル値により定めています。 

なお，建具や樋についても，この色彩基準は適用されますので，御注意ください。 

 

＜マンセル値とは＞ 

外壁などの色彩を表すためにマンセル・カラー・システムによる値（マンセル値）を

用いています。マンセル値は，色彩を表す３属性である色相（色合い），明度（明るさ），

彩度（鮮やかさ）による色の数値表現方法の一つで，色相，明度，彩度の順に表記され

ます。例えば，鮮やかな赤色である色相が５Ｒ，明度が４，彩度が１４の色彩は，「５

Ｒ４／１４」と表記されます。 

・ 色相：色合いを1～10の数字と記号（赤はR、黄赤はYR，黄はYなど）で表示 

・ 明度：明るさを0（完全暗黒）から10（完全純白）の数字で表示 

・ 彩度：鮮やかさを0（無彩色）から始まる数字で表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【彩度と明度の関係（色相５Ｒの場合）】 【マンセル色相環】 

←５Ｒ４／１４ 
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＜主要な外壁に使用できない禁止色＞ 

次の色彩は，禁止色として，着色を施していない自然素材を除き，主要な外壁には使

用することができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜明度及び彩度の区分＞  

色彩基準では，彩度や明度の区分により建築物等に用いることができる色彩の範囲を

定めています。以下は，その目安です。 

 

 

 

 

Ｒ系 ＹＲ系 Ｙ系 

ＧＹ系 Ｇ系 ＢＧ系 Ｂ系 

※下記の色見本は，印刷の都合上，実際と異なる場合があります。 

 

Ｐ系 ＲＰ系 ＰＢ系 

彩度が６を超えるもの 彩度が６を超えるもの 彩度が４を超えるもの 

彩度が２を超えるもの 彩度が２を超えるもの 彩度が２を超えるもの 彩度が２を超えるもの 

彩度が２を超えるもの 彩度が２を超えるもの 彩度が２を超えるもの 

（明度の区分） 
マンセル明度 高明度 ７以上 

中明度 ４以上７未満 

低明度 ４未満 

（彩度の区分） 
マンセル彩度 高彩度 ７以上 

中彩度 ３以上７未満 

低彩度 ３未満 
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デザインガイド・外壁 
景観ガイドライン 

 

 

 

 

 

＜地域の景観と調和する色彩＞ 

色彩基準では，禁止色に加えて，地区特性に応じて使用することができる色彩の範囲

を定めています。 

 

◆ 自然景観と調和する色彩 

土や自然素材に多いR（赤），YR（黄赤），Y（黄），N（無彩色）系の色相で，低彩度

かつ中明度の色彩を基本とする。 

 背景となる自然の色合いと調和するように，自然になじむ素 

材色を活かすことを目指します。極端な明度差をなくし，自然 

景観が持つ柔らかな明度起伏からの突出を避け，彩度は，四季 

折々に変化を見せる木々などの色合いが活かせるように自然物 

より下げるよう配慮します。 

<山ろく型,山並み背景型,岸辺型の美観地区等> 

 

 

◆ 歴史的町並みと調和する色彩 

木，漆喰，日本瓦，土塗壁等の自然素材に使用されているYR（黄赤），Y（黄），N（無

彩色）系の色相で，低彩度かつ中明度の色彩を基本とし，低明度のN（無彩色）系を除く。 

町家などによる歴史的町並みに存在する色相とすることで， 

地域になじむ色合いにすることを目指します。明度ごとの使用 

面積の配分は周囲の歴史的町並みと揃え，彩度は，歴史的町並 

みの中心となる建築物より高くならないよう配慮します。 

<旧市街地型,歴史遺産型,沿道型(三条通地区)の美観地区等> 

 

 

◆ 沿道及び市街地の町並みと調和する色彩 

YR（黄赤），Y（黄）系のほか，P（紫），PB（紫青），N（無彩色）系の色相で，低

彩度かつ中明度又は高明度の色彩を基本とする。 

隣接する建築物との色彩の差異を少なくすることで，まとま 

りのある景観とすることを目指します。また，色相，明度，彩 

度のいずれについても，隣接する建築物と類似した配色とする 

ことで全体として調和の取れた町並みとなるよう配慮します。 

<沿道型(幹線地区),市街地型の美観形成地区等> 
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■ 外壁材の紹介 

 建築物の外壁は町並み景観を構成する重要な要素であり，歴史的建築物に調和した形態

意匠とすることなど，地域特性に応じて形態意匠の基準を定めています。ここでは，材料

について，事例を紹介します。 

 

◆ 歴史的建築物の外壁仕上げ 

京町家等の木造建築物や近代洋風建築物の外壁は，主に木材，漆喰，土塗壁，石材，

レンガ等の自然素材を中心として構成されています。歴史遺産型や旧市街地型の美観地

区では，これらと調和する形態意匠としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 外壁材の使用例（歴史遺産型・旧市街地型美観地区の場合） 

歴史遺産型や旧市街地型の美観地区で使用されている外壁材の使用例を紹介します。

仕上塗材の場合は砂壁・土壁状等の細やかなテクスチュアがあるもの，タイルや外壁パ

パネルの場合は水平線を強調したボーダー状のものなどを推奨しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板張り及び土塗壁 漆喰壁 レンガ造・石張り 自然石張（御影石） 

【京町家等の事例】 【近代洋風建築の事例】 

（外壁パネルの例） 

（タイル張りの例） 

（仕上塗材の例） 
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デザインガイド・外壁 
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！ 山ろく型建造物修景地区内のニュータウン等における和風基調の取り扱い 

山ろく型建造物修景地区内の低層建築物については，外

壁等の基準として「和風を基調とする形態意匠とするこ

と」と定めていますが，ニュータウンなどの計画的に良好

な景観が形成されている住宅地において，地域の良好な景

観と調和する建築計画とする場合は，この基準を適用しな

いことがあります。そのような場合は，窓口まで御相談く

ださい。 
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■ 外壁の後退 

旧市街地型と歴史遺産型の美観地区では，軒先が連続する通り景観の保全と圧迫感の低

減を目的に，道路に面する３階以上の外壁を１階の外壁から原則として90cm以上後退す

ることを基準として定めています。また，岸辺型美観地区では，岸辺の見晴らし景観を保

全・形成するため，河川や道路に面する３階以上の外壁を１階の外壁より90cm以上後退

する規定を設けています。 

  

◆ 外壁後退の事例（歴史遺産型，旧市街地型） 

 

目的：軒先が連続する通り景観の保全 

  通り景観における圧迫感の低減 

 

                         

                

 

 

 

 

 

！ 門塀や植栽を設置する場合の取扱い 

道路や河川に面する外壁面を十分後退し，か

つ，道路や河川に沿って門，塀又は植栽を設け，

良好な町並みや岸辺景観の向上に配慮されてい

る場合は，３階以上の外壁面の後退を緩和する

こととしています。（ただし，建築基準法によ

る道路斜線を緩和するものではありません。） 

    

 

 

 

 

 

 

３階壁面の後退

位置を示す 

軒庇寸法 

上から見た図 

断面イメージ図 

【歴史遺産型，旧市街地型，沿道型（三条通地区）の場合】 

道路に面して塀を設け，後ろに樹木を配置することで，町並

みの連続性を保ち，圧迫感の低減を図ります。 

門，塀，植栽を

設けない場合の

壁面の位置 

断面イメージ図 

十分な後退 

通り景観の向上に資

する門，塀等の設置 
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！ 角敷地の取扱い 

間口が狭い角敷地では，建物の建替えに際し，二方向の道路に面する３階の外壁面をそれぞ

れ90cm以上後退すると，３階部分が著しく狭くなるなど, 建築計画上・景観上，適切とはい

えないものとなる場合があります。そのような場合には，町並みが連続する側の道路について

３階の外壁面を後退すれば，他方の道路に対する外壁面の後退は緩和することとしています。 

（ただし，建築基準法による道路斜線制限を緩和するものではありません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 道路側の３階部分にバルコニーを設ける場合の取扱い 

３階の外壁面を後退したとしても，そこにバルコ

ニーを設けると，後退をした効果が減じられてしま

います。手摺壁については基本的に外壁として取り

扱いますが，狭小敷地等でバルコニーを後退するこ

とが困難な場合は，手摺壁部分を透いた仕上げとす

る，外壁と異なる仕上げとするなど意匠上の配慮が

必要です。 

配置図 

Ｂ道路に面する３階以上の外

壁は後退不要（緩和） 

 

Ａ道路側から見た外観 

Ａ道路に面する３階以上の外

壁面は後退が必要 

断面イメージ図 ア － イ 

間口が狭い 

隣

家 

ア 

 

イ 

 

 

計
画
敷
地 

連続した町並み（Ａ道路側） 

Ｂ 

 

Ａ 

 

基準で定める 90ｃｍ以

上の後退 

 

緩和を適用 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

Ａ 

 

▽３階 

手摺壁の後退が困難

な場合は，仕上げや

意匠に配慮が必要 
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！ アーケードに接する建築物の基準の取り扱い 

アーケードに覆われた通りでは，商業施設が集積し，半内部空間として，通常の通りとは異

なる景観が形成されています。 

このため，旧市街地型及び歴史遺産型の美観地区にあるアーケードに接する建築物について

は，軒庇及び外壁後退の基準に関し，以下のように取り扱っています。 

  

  【軒庇】 

アーケード内の通り景観に配慮し，軒庇に代わる意匠的な工夫（軒庇の位置に水平線を強調させ

た意匠を施すなど）を行う場合には，軒庇の基準を緩和しています。 

また，軒庇の仕上材についても，通常は屋根材と同じものを用いる必要がありますが，意匠的な

工夫がなされる場合には，金属格子やガラスその他の材料を使用できることとしています。 

         

     

   

【３階以上の外壁面の後退】 

アーケードが道路全幅にわたり設けられている場合で，かつ，他の道路から視認できないような

場合には，アーケードに接する３階以上の外壁面について後退を緩和することがあります。 

なお，アーケードが歩道のみに設けられている場合には，対面の歩道から視認できるため，基準

どおり３階以上の外壁面を後退し，２階部分には軒庇の屋根面や軒先ラインを見せるなどの工夫が

必要です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザイン基準に

よる外壁の位置 
アーケードに接する３階

以上の外壁面は後退不要 

アーケードに接する３階

以上の外壁を後退する 

2 階については，屋

根面を見せる等の

工夫が必要 

アーケードが道路全幅に渡り設けられている 

場合の３階外壁の後退の緩和例 
アーケードが歩道のみに設けられている場合の

３階外壁の後退例 

道路全幅にわたり設けられたアーケード 歩道にのみ設けられたアーケード 
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■ インナーバルコニー 

バルコニーは，特にマンション等の建築物では壁面全体にわたって設けられることが多く，外

観上重要な要素となります。このため，美観地区及び美観形成地区で，道路等の空地から見える

位置にバルコニーを設ける場合には，外壁面から突出せず建物の形態意匠と一体的にデザインさ

れた「インナーバルコニー」とすることを基準として定めています。 

この基準は，中高層建築物のみに適用されるものですが，軒庇の設置が必要な歴史遺産型や旧

市街地型の美観地区では，低層建築物であってもインナーバルコニーとすることが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 空調室外機等の修景 

エアコンの室外機や給湯器などの屋外に設けられる設備機器は，通りや町並みの景観を形成す

る要素のひとつです。このため，それらの機器を設けるに当たっては，設置位置に配慮するか，

又は，道路等の空地から見える位置に設置する場合は，景観に違和感を与えないよう，建築物の

外観意匠と調和した目隠し等の修景を行うことを基準で定めています。 

特に，中高層マンションについては，バルコニーに設備機器を設置する場合が多く，遠方から

も見えることがあるため，留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インナーバルコニーの例 

建物内部 

バルコニー 壁状の側面 

壁状の隔壁 外壁基準に適合する

形態意匠の手摺壁 

 

設備機器の修景事例 



 

２－２２ 

 駐車場等の修景 

京町家等の建ち並ぶ町並み景観は，通りに面して軒や

外壁面が揃っていることが大切な要素となっています。 

そのような町並みの連続性を保つため，建築物の前面に

駐車スペース等の空地を設ける場合は，道路沿いに周囲

の景観と調和した門や塀等を設置することを基準で定め

ています。 

また，山ろく部や水辺に面した敷地においても，潤い

のある良好な通り景観や岸辺景観を形成するため, 道路や河川に面した空地部分に生垣や

塀等を設置することを定めています。 

駐車場の修景例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車スペース 

駐車場等の修景 
景観ガイドライン 

 

 

門や塀による駐車場の修景事例 

 

 

 

 

 

〔町並みの連続性が損なわれる〕 〔連続した町並みの形成〕 
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太陽光発電装置 

太陽光発電装置は，地球環境に配慮した低炭素社会を促進する重要なツールとして，

普及が進められているところです。京都市では，この太陽光発電装置を，地域の景観と

調和し，周囲の町並みに溶け込んだものとするため，設置高さや色彩，形態等について

基準を定めています。 

なお，建築物に設置する太陽光発電装置については建築設備（＝建築物）として，土

地に定着するものについては工作物として取り扱われます。以下は，建築物に設置する

場合の基準です。 

■ 共通基準 

美観地区，美観形成地区及び建造物修景地区においては，地区の種別にかかわらず，

以下の基準が共通して適用されます。 

 

  【パネル】 

・パネルの色は，光沢のない黒（濃紺色を含む），   

濃い灰色とすること。 

・セルの目地が，目立たないこと。 

・配管の色は，目立たないように屋根や壁の色と  

合わせること。 

 

【勾配屋根に設置する場合】 

・パネルの最上部は，建築物の棟を超えないこと。 

・フレームの色は，黒とすること。 

・パネルの設置角度は，屋根の勾配に揃えること。 

・屋根面にできるだけ密着させること。 

・下端部にカバーを設置すること（カバーの色は屋根材と同系色とする）。 

 

 

 

 

 

【陸屋根に設置する場合】 

・設置範囲の四周をルーバーで囲うなど，適切に修景すること。 

・パネルの最上部は，屋上床面から３ｍ（３１ｍ高度地区又は２５ｍ高度地区

では４ｍ）以下とし，できるだけ低くすること。 

 

 

× ○ 

：ソーラーパネルを示す。 

× ○ 
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■ 地区別基準 

前頁の共通基準に加えて，地区の特性に応じて，町並み景観と調和するよう地区

別基準を定めています。 

地区別基準の定めがない地区においては，共通基準のみが適用されます。 

 

【勾配屋根に設置する場合】 

 

◆歴史遺産型美観地区 歴史的景観保全修景地区 

原則として，設置不可 

 

◆上記以外の歴史遺産型美観地区 

屋根材一体型とすること。ただし，公共用空地から見えない位置において，

形状が屋根材と調和したパネルを屋根の形に合わせて設置する場合は，この限

りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆歴史遺産型以外の美観地区，美観形成地区 

公共用空地から見える位置に設置する場合は，以下のいずれかとすること。 

・屋根材一体型 

・形状が屋根材と調和したパネルを設置範囲を屋根の形に合わせたもの 

 

形状が屋根材と調和したパネルを屋根の形にあわ

せて設置した例（平板瓦葺寄棟の場合） 

 

屋根材一体型の例 

（平板瓦葺寄棟の場合） 

 

形状が屋根材と調和したパネルを屋根の形に合わ

せて設置した例（スレート葺切妻の場合） 

形状が屋根材と調和したパネルを屋根の形に合

わせて設置した例（日本瓦葺入母屋の場合） 
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◆建造物修景地区 

公共用空地から見える位置に設置する場合は，以下のいずれかとすること。 

・屋根材一体型 

・設置範囲を屋根の形に合わせたもの（パネルの形状は問わない。） 

 

【陸屋根に設置する場合】 

 

◆歴史遺産型美観地区 歴史的景観保全修景地区 

原則として，設置不可 

 

◆上記以外の歴史遺産型美観地区 

パネルの最上部は，原則としてパラペット高さを超えないこと。 

 

 

 

 

 

 ！ 備考：用語解説等 

 

<屋根材一体型>  

パネルが屋根材を兼ねるもので，その形状が地区別に規定する屋根材の基準に適

合するもの 

 

<屋根の形に合わせたもの> 

 一の屋根面について，概ねその全面に設置されたもの。寄棟屋根では，三角形や

台形の形に合わせてコーナーパネルを設置することが必要 

 

<公共用空地から見える位置> 

 道路幅が狭いなどにより屋根面上部が見えない場合においては，道路側にあって

も公共用空地から見えないものとして取り扱う。一方，山裾にあって周囲の公共

用空地から容易に屋根が視認できる場合は，道路の反対側であっても，公共用空

地から見えるものとして取り扱う。 
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  その他の取扱い 

デザイン基準の運用に関する各種の取扱いについて，解説します。 

   

■ 軒の高さ 

デザイン基準は，低層建築物と中高層建築物（沿道型の地区では更に中層建築物と

高層建築物）とに区分して設けており，特定勾配屋根（勾配が１０分の３から１０分

の４．５までの屋根）を有する場合，これらの種別は階数及び「軒の高さ」によって

決まります。 

「軒の高さ」は，建築基準法上，構造によって規定されますが，本規定における「軒

の高さ」は，景観上規定しているものであり，構造形式や小屋裏の利用の有無にかか

わらず，「軒先と接する部分の軒の高さのうち最も高いもの（見かけ上の軒の高さ）」

とします。 

なお，この取扱いは，高度地区の「制限の緩和」及び「適用除外」に関する取扱い

に合わせて定めています。高度地区の取扱いについては，市街地景観課ホームページ

等を御参照ください。 

 

■ 塔屋等の高さ 

屋上部での突出を抑え，良好な屋上景観を形成するため，デザイン基準では，塔屋

等の高さについて，高度地区の種別に応じて，周囲の屋根又は床から３ｍ又は４ｍ以

下とすることを定めています。しかしながら，ストレッチャー対応のエレベーターを

屋上に着床させるなど，その高さ以下に納めることが技術的に困難な場合もあります。

そのような場合への対応として，基準では，以下の条件のもと，塔屋等の高さを緩和

できることとしています。 

 

【塔屋等の高さを緩和する条件】 

・ 機能上必要であることが客観的・技術的に認められること。 

・ 塔屋等を除く建築物の最高の高さから，高度地区の種別に応じて３ｍ又は４ｍ以下

であること。 

・ 屋根の形状，塔屋等の位置などにより景観の形成に支障がないと認められること。 

適切な例 

突出感をなくすよう，パラペットを四周に廻す

とともに、塔屋が建築物本体との関係おいてバ

ランスよく配置されている。 

3ｍ 

または 4ｍ 

不適切な例 

建築物の最高の高さになる部分と塔屋が外

観上離れている。 

3ｍ 

または 4ｍ 
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■ 仮設建築物に関する取扱い 

仮設建築物については，他の一般的な建築物と同様にデザイン基準を適用するのは

不合理な場合がありうるため，以下のとおり，手続を不要とする，または制限の全部

又は一部を適用除外することができることとしています。 

  

①手続が不要なもの 

・現場事務所，材料置場等の工事を施工するために必要な仮設建築物で，工事の

期間中に限り存続するもの 

・祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設建築物で，祭礼等の期間中に限り存続

するもの 

②手続をしたうえで制限の全部又は一部が適用除外されるもの 

・工事中の代替仮設建築物 

・仮設興行場，仮設店舗等で，存続する期間が１年以内のもの 

 

②については，個々の建築計画ごとに，立地，配置計画（公共用空地からの見え方

等），規模，存続期間等を総合的に考慮して，景観の保全及び形成に支障がないと認め

られる範囲において適用除外する基準の項目や内容を判断します。ただし，屋根及び

外壁の色彩，屋外設備機器の位置・修景については，原則として，基準に適合するこ

とが必要です。 

また，②の場合は，申請・届出時に，一定期間内のみ存続することを証する書類が

必要となります。詳しくは，窓口まで御相談ください。 

 

■ 既存不適格建築物に関する取扱い 

景観地区内では，増築等を行う場合，既存部分にも現行の基準が適用されます。し

かしながら，既存部分の状況によっては，屋根の架け替えが必要となるなど，基準へ

の適合が物理的・技術的に困難な場合があります。このため，既存部分への遡及適用

については，景観の保全及び形成に支障がないと認められることを前提として，制限

の全部又は一部を適用除外することができる規定を定めています。 

適用除外する基準の項目や内容については，個々の建築計画ごとに，立地，配置（公

共用空地からの見え方等），規模等を総合的に考慮して判断します。無条件に全ての基

準が適用除外されるわけではありませんので，ご注意ください。 

例えば，以下のような場合には，景観の保全及び形成に支障がないとは認め難いた

め，増築に伴い改善が必要となります。 

 

【既存部分の改善が必要な例】 

・設備機器や配管類が，外壁や屋上の目立つ場所に露出している。 

・外壁等の多くの部分又は目立つ部分が禁止色である。 

・周辺の町並みと不調和なけばけばしい装飾が公共用空地に面して施されている。 
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■ 通常の管理行為，軽易な行為等に関する取扱い 

通常の管理行為，軽易な行為その他の行為については，手続そのものを不要として

おり，これに該当するものとして，以下のものを定めています。 

 

①吹抜部分に床を設けるなどの外観の変更を伴わない増築 

②中庭のみに面する壁などの公共用空地及び隣地から見えない部分について行う修

繕，模様替，色彩の変更 

③その他市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認める行為 

 

③については， 

・携帯電話用アンテナのうち，電波増幅装置（省電力レピーター）等の小型のもの（概

ね 30ｃｍ角以下） 

・太陽光発電装置のうち，照明柱等の小規模な工作物と一体となった小型のもの 

が該当します。これら以外のものについては，御相談ください。 
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 特例認定制度 

デザイン基準に適合するものだけが，良好な景観を構成するとは限りません。地域の

景観向上に資する優れたデザインは，定型的な基準にこだわらず，より広く多様な観点

から構想されることで得られることもあります。また，公益上必要な施設においては，

その機能を十全に確保しようとすればデザイン基準を満たすことが困難な場合もありま

す。 

このため，美観地区及び美観形成地区では，優れた形態意匠を有し，地域の景観向上

に資するもの，公益上必要な施設で，その機能の確保を図るうえでやむを得ないと認め

られるものなどについて，デザイン基準を適用しないことができる「特例認定制度」を

設けています。 

 

  【特例認定制度の対象】 

①優れた形態意匠を有し，土地利用，建築物の位置及び規模等について総合的な配

慮がなされていることにより，地域の景観の向上に資すると認められるもの 

②学校，病院その他の公益上必要な施設で，当該地域の景観に配慮し，かつ，その

機能の確保を図るうえで必要と認められるもの 

③一定の一団の土地の区域において，複数の建築物から構成される施設で，当該区

域及びその周辺の総合的な景観形成を図ることを目的に，当該区域内の建築物の

位置，規模，形態意匠等に関する全体計画が定められ，かつ，その全体計画の内

容に適合するもの 

④災害対策その他これに類する理由により緊急に行う必要があるもの 

 

なお，特例認定の適用を受けるには，京都市と事前に協議をしていただいたうえで，

京都市美観風致審議会の意見を聴く必要があります。詳しくは，窓口まで御相談くださ

い。 

 

 

 

！ 優良デザイン促進制度 

地域に相応しい良好な景観デザインとするには，デザイン基準に拠るだけでなく，地

域の景観特性を読み取り，それへいかに応答するかを考える必要があります。そこで，

京都市では，建築主や設計者の方が，設計早期の段階から，京都市が委嘱する「景観ア

ドバイザー」のアドバイスを得ることにより，計画地周辺の景観特性を踏まえた計画方

針を整え，計画の具体化を進めていくことで，地域の景観に相応しい，より優良なデザ

インを実現していただくための制度，「優良デザイン促進制度」を設けています。 

本制度は，京都市内で建築物等の新築や増築等をしようとする方及びその設計者であ

れば，どなたでもご利用いただけます。詳しくは，窓口にお問い合わせください。
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申請の手引 

 申請が必要な行為 

建築物や工作物の「新築（新設），増築，改築，移転，外観を変更することとなる修

繕・模様替・色彩の変更(以下「建築等」といいます。)」をしようとする場合は，景観上

の手続が必要です。 

特に，外観を変更することとなる修繕や模様替については，建築確認申請が不要な場

合であっても景観上の手続は必要ですので，御留意ください。 

手続の対象となる行為や種類は，規制区域や地区の種類によって異なります。詳しく

は，以下を御覧ください。 

 

【外観を変更することとなる修繕・模様替の例】 

 

 

 

 手続の種類 

■ 美観地区・美観形成地区 

美観地区・美観形成地区では，以下のいずれかの行為を行う場合に，認定申請が必

要です。 

 

【美観地区・美観形成地区で申請が必要な行為】 

① 建築物の建築等 

② 第1類工作物の建築等を行う場合（歴史遺産型美観地区に限る。） 

③ 第2類工作物の建築等を行う場合 

※ 工作物の区分については次頁を参照 

 

また，上記のもの以外に，美観地区・美観形成地区において高架工作物の建築等を

行う場合や，歴史遺産型美観地区内の道路，河川等において電柱，案内標識等の工作

物の建築等を行う場合は，協議が必要になります。 
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■ 建造物修景地区 

建造物修景地区では，地区の種別に応じて，以下のいずれかの行為を行う場合，届

出（行為届）が必要です。  

 

【山ろく型建造物修景地区】 

① 建築物の建築等 

② 第2類工作物の建築等 

③ 高架工作物の建築等 

【山並み背景型，岸辺型，町並み型の建造物修景地区】 

① 高さが10ｍを超える建築物の建築等 

② 延べ面積が200㎡を超える建築物の建築等 

※ １戸建て専用住宅は除きます（兼用住宅や共同住宅については届出が必要です）。 

※ 増築の場合は，当該増築に係る床面積の合計が200㎡を超えるものが届出の対象 

となります。 

③ 高さが10ｍを超える第2類工作物の建築等 

④ 高さが10ｍを超える高架工作物の建築等 

 

なお，建築物や工作物が美観地区・美観形成地区と建造物修景地区とにまたがる場

合は，認定申請と行為届の両方の手続が必要です。 

この場合，図面等の必要添付図書を認定申請と兼用することができますので，行為

届は表紙のみ提出してください。 

 

＜工作物の区分＞（美観地区・美観形成地区，建造物修景地区共通） 

第 1類工作物 
高さが 1 メートルを超える自動販売機又はこれに類する工作物 

水平投影面積の合計が 5平方メートルを超える軒先テント又はこれに類する工作物 

第 2類工作物 

携帯電話用のアンテナ，太陽光発電装置（建築物に附属しないもの） 

高さが 1．5 メートルを超える下記の工作物 

・垣，柵，塀，擁壁その他これらに類するもの 

・煙突その他これに類するもの 

・電波塔，装飾塔，物見塔その他これらに類するもの 

・高架水槽，サイロその他これらに類するもの 

・彫像，ブロンズ像その他これらに類するもの 

・観覧車，コースター，飛行塔その他これらに類するもの 

・物の製造，貯蔵又は処理の用に供する施設 

・自動車車庫 

高架工作物 高架の鉄道又は道路，跨線橋，跨道橋その他これらに類する高架の工作物 

歴史遺産型美観地区内で 

協議が必要となる工作物 

道路，河川又は水路内に建設されるもののうち，下記の工作物 

・電柱，電線及び変圧塔 

・公衆電話所，郵便差出箱及び信書便差出箱 

・案内標識，警戒標識，規制標識及び指示標識並びに道路元標及び里程標 

・舗装の表層，側溝，街渠，橋りょう，床板，駒止め，柵，街灯及び並木 

・河床，堰，堤防，護岸，床止めその他これらに類するもの 
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■ 眺望景観保全地域 

◆ 眺望空間保全区域 

 眺望空間保全区域では，以下のいずれかに該当する行為を行う場合，認定申請が必

要です。  

【眺望空間保全区域で認定申請が必要な行為】 

① 建築物の建築等（新築，増築，建物の高さが増加する修繕等に限る。） 

② 工作物の建築等（新設，増築，建物の高さが増加する修繕等に限る。） 

 

◆ 近景デザイン保全区域 

 近景デザイン保全区域では，以下のいずれかに該当する行為を行う場合，届出（建

築等届）が必要です。  

【近景デザイン保全区域で届出が必要な行為】 

① 建築物の建築等（外観の変更を伴わないものは除く。） 

② 工作物の建築等（外観の変更を伴わないものは除く。） 

 

◆ 遠景デザイン保全区域 

 遠景デザイン保全区域では，以下のいずれかに該当する行為を行う場合，届出（建

築等届）が必要です。  

【遠景デザイン保全区域で届出が必要な行為】 

① 建築物の建築等（外観の変更を伴わないものは除く。） 

② 工作物の建築等（外観の変更を伴わないものは除く。） 

※  視点場からの水平距離が３ｋｍを超える場合，高さが10ｍ以下のものについ

ては，届出は不要です。この場合において，建築物の高さには塔屋等を含むこと，

また，工作物の高さは工作物自体の高さではなく地盤面からの高さであることに

御注意ください。 

 

＜近景デザイン保全区域及び遠景デザイン保全区域における手続の省略＞ 

近景デザイン保全区域又は遠景デザイン保全区域内で，美観地区・美観形成地区の

認定申請及び建造物修景地区の行為届の手続が合わせて必要になる場合，それらの手

続を行うものについては，近景デザイン保全区域又は遠景デザイン保全区域の届出は

省略することができます。 

 

＜工作物の範囲＞ 

眺望景観保全地域においては，美観地区や建造物修景地区等と異なり，土地又は建

築物に定着する工作物については，原則，全てのものが手続の対象となります。 

ただし，工事のために必要な仮設工作物，道路標識や信号機，道路上の柵，電気事

業の用に供する電気工作物などは手続を不要としています。詳しくは，窓口まで御相

談ください。 



 

３－4 

申請の手引 
景観ガイドライン 

 

 

 手続の流れ 

認定申請 
美観地区・美観形成地区 

眺望空間保全区域 

行為届・建築等届 
建造物修景地区 

近景デザイン保全区域・遠景デザイン保全区域 

 

 

 

 

 

建築計画 
計画内容について事前に相談される場合は， 

事前相談書を提出してください。 

 

認定申請書の提出 

認定証の交付 

認定申請書の副本返却 

建築確認申請手続 

工事着手 

完了検査はありません。 

建築確認申請手続 

行為届又は建築等届の提出 

工事着手 ⇒ 工事完了 

認定内容適合証の交付 

完了届の提出 

建築計画 
計画内容について事前に相談される場合は， 

事前相談書を提出してください。 

 

行為届又は建築等届の 

副本返却 

審  査 

（基準に適合する場合） 

完了検査 

（認定内容に適合する場合） 

審  査 

（基準に適合する場合） 

建築確認申請の手続が必要な場合は，認定申請

書と建築確認申請書の内容を照合し，確認申請

事前調査報告書に認定済印を押印します。 

建築確認申請の手続が必要な場合は，届出書と

建築確認申請書の内容を照合し，確認申請事前

調査報告書に届出済印を押印します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

京都市 都市計画局 都市景観部 市街地景観課 

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

ＴＥＬ（０７５）２２２－３４７４ ／ ＦＡＸ（０７５）２１３－０４６１ 
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